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７．会議の概要

開会 午後１時

事務局長 それでは、ただ今より、令和５年第１０回美馬市農業委員会総会を始めさ

せていただきます。本日、欠席する旨の届出のありました委員は、４番天毎

木委員、１０番原田委員、１２番河野委員の３名です。なお、１９番村上委

員は、遅れてこられるとの連絡がございました。只今の出席委員は、１５名

であり、定足数に達しておりますのでご報告いたします。それでははじめに、

河野会長からご挨拶をいただきたいと思います。

会 長 （会長挨拶）

事務局長 議長につきましては、会議規則第６条に基づき、会長が総会の議長として、

議事を整理していただきますので、よろしくお願い致します。

議 長 それでは早速でございますが、会議を始めさせていただきます。着座にて

の進行とさせていただきます。

日程第１、議事録署名委員の指名でございますが、いつもの例のように議

長の指名でよろしいか。

委員一同 （異議無しの声）

議 長 異議なしと認めます。それでは、９番大久保委員、１１番䕃山委員のお二

人にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

次に、日程第２、議案第４７号、農地法第３条の規定による許可申請につ

いて、事務局に説明を求めます。

（事務局長、挙手）

事務局長 番号１です。申請地は、美馬町字露口２８８番、字中通２番、３番、５番、

字水久保１３番１。地目は、すべて、田。面積は合わせて、４，０４１㎡で

あります。譲渡人は、海原昭治。譲受人は、河野德美であります。耕作面積

は、１８，９７７㎡、通作距離は、０．５kmから１．０kmで、稼働人員は ２

人となっています。この農地は、売買による譲受けとなっています。農地取

得後は、水稲の作付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、議

案書に記載のとおりです。申請地は、重清郵便局から約２５０mから６００m

に位置する農地です。

番号２です。申請地は、美馬町字西沼田１７番。地目は、畑。面積は、７

７１㎡であります。譲渡人は、亡藤澤勝行相続財産管理人、司法書士加島寛

之。譲受人は、木下雅彦であります。申請者は、現在、農地を所有しており

ません。自宅に隣接する農地で、稼働人員は ２人となっています。この農

地は、売買による譲受けとなっています。農地取得後は、季節野菜の作付け

を行うこととしております。農機具の所有状況は、議案書に記載のとおりで



す。申請地は、池月公園の南東、約１３０ｍに位置する農地であります。

番号３です。申請地は、美馬町字西沼田５７番３、５９番。地目は、すべ

て、畑。面積は合わせて、１，２１２㎡であります。譲渡人は、眞部智子。

譲受人は、多田政治であります。申請者は、現在、農地を所有しておりませ

ん。通作距離は、１．９km で、稼働人員は ２人となっています。この農地

は、売買による譲受けとなっています。農地取得後は、果樹及び季節野菜の

作付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、議案書に記載のと

おりです。申請地は、池月公園の北、約１５０ｍに位置する農地であります。

番号４です。申請地は、脇町野村字大道北４２５３番１。地目は、田。面

積は、３４４㎡であります。譲渡人は、伊良原和夫。譲受人は、藤川正人で

あります。耕作面積は、１，２９３㎡。自宅周辺の農地で、通作距離は、１

５mで、稼働人員は ２人となっています。この農地は、売買による譲受けと

なっています。農地取得後は、水稲の作付けを行うこととしております。農

機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申請地は、美馬警察署脇町

野村駐在所の西、約１３０に位置する農地です。

番号５です。申請地は、脇町別所字サブカゼ３４３４番。地目は、田。面

積は、１，３３６㎡であります。譲渡人は、䕃山勝利。譲受人は、川西徹で

あります。申請者は、現在、農地を所有しておりません。通作距離は、２．

４km で、稼働人員は１人となっています。この農地は、売買による譲受けと

なっています。農地取得後は、季節野菜の作付けを行うこととしております。

農機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申請地は、岩倉中学校の

南東、約１００ｍに位置する農地であります。

番号６です。申請地は、脇町大字脇町字中須６９８番。地目は、田。面積

は、１，８４１㎡であります。譲渡人は、倉本裕美。譲受人は、郷司裕久で

あります。申請者は、現在、農地を所有しておりません。通作距離は、６０

０mで、稼働人員は１人となっています。この農地は、贈与による譲受けと

なっています。農地取得後は、スダチやレモンなど果樹の栽培を行うことと

しております。農機具の所有状況は、議案書に記載のとおりです。申請地は、

脇町市民サービスセンターの西、約１kｍに位置する農地であります。

番号７です。申請地は、脇町字西赤谷１０２７番。地目は、田。面積は、

９７４㎡であります。譲渡人は、井口雅人。譲受人は、木村充宏であります。

耕作面積は、９，６６３㎡、通作距離は、１．５kmで、稼働人員は４人とな

っています。この農地は、売買による譲受けとなっています。農地取得後は、

水稲の作付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、議案書に記

載のとおりです。申請地は、貞安集会所の北東、約８０mに位置する農地で

す。



番号８です。申請地は、脇町字東俣名５７７番２ほか２筆。地目等の詳細

は議案書記載のとおりです。面積は合わせて、２，５３３㎡であります。譲

渡人は、國見芳夫。譲受人は、三笠桂司であります。耕作面積は、１１，０

７３㎡。通作距離は、５００mで、稼働人員は１人となっています。この農

地は、売買による譲受けとなっています。農地取得後は、水稲及び季節野菜

の作付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、議案書に記載の

とおりです。申請地は、古屋敷集会所から約５０mから１５０mに位置する

農地です。

番号９です。申請地は、脇町字東俣名９８６番２ほか２筆。地目等の詳細

は議案書記載のとおりです。面積は合せて、５，３８３㎡であります。

譲渡人は、梅木信子。譲受人は、正木浩二であります。申請者は、現在、農

地を所有しておりません。通作距離は、１５kmで、稼働人員は１人となって

います。この農地は、贈与による譲受けとなっています。農地取得後は、水

稲及び季節野菜の作付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、

議案書に記載のとおりです。申請地は、御所野集会所から約３５０mに位置

する農地です。

番号１０です。申請地は、穴吹町三島字三谷２４９番。地目は、畑。面積

は、３６３㎡であります。譲渡人は、三好望。譲受人は、HILARIO ISHIDA MA

CHERRY HABABAG であります。申請者は、現在、農地を所有しておりません。

市道を挟んで自宅に隣接する農地で、稼働人員は１人となっています。この

農地は、売買による譲受けとなっています。なお、譲受人は、永住権を取得

しておりますので、３条の資格を有しております。農地取得後は、季節野菜

の作付けを行うこととしております。農機具の所有状況は、議案書に記載の

とおりです。申請地は、美馬市林業総合センターの南東、約３５０mに位置

する農地です。

以上、これらの１０案件は、法第３条第２項各号には該当しないため、許

可要件を満たしていると考えます。農地法第３条の規定による許可申請につ

いての概要説明を終わらせていただきます。

議 長 それでは、現地確認報告を求めます。番号１の中通については、７番藤本

委員、番号１の水久保と番号２、３については、１６番長浦委員、お願いし

ます。

７番

藤本委員

はい、７番藤本です。９月２２日に現地確認いたしました。譲受人の河野

さんは、私の家の隣に住まれておりまして、大変熱心に農業をされておりま

す。今回の農地につきましては、耕作放棄地や以前から河野さんが耕作して

いた農地でありまして、特に問題は無いと思います。ご審議の程よろしくお



願いします。

議 長 １６番長浦委員、お願いします。

１６番

長浦委員

はい、１６番長浦です。９月１９日に現地確認いたしました。１番につい

ては、何も問題はありません。２番についてですが、木下さんが藤澤さんよ

り、３年ほど前から畑を借りて、家庭菜園として耕作されておりました。今

回、木下さんが買われるということで、特に問題は無いと思われます。次に、

番号３ですが、現地は、雑草が生えて、１０センチ以上の木の株がいくつか

ある状態でした。農地として使用するには、重機等が必要となってくると思

われます。農地にして耕作されるのであれば、周囲には住宅も点在しており

ますので、害虫防止にもなると思います。特に問題がございません。

議 長 番号４は、１１番䕃山委員、お願いします。

１１番

䕃山委員

はい、１１番䕃山です。９月２７日に現地確認してまいりました。譲受人

の藤川さんは、購入される土地について、隣接地でありますし、何ら問題無

いと思われます。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長 番号５は、１９番村上委員、お願いします。

１９番

村上委員

はい、１９番村上です。一昨日、確認いたしました。雑草もあまり生えて

おりませんし、特に問題はありません。よろしくお願いします。

議 長 番号６は、５番竹田委員、お願いします。

５番

竹田委員

はい、５番竹田委員。現地確認いたしました。ここの畑につきまして、別

の目的で使用する予定があるのですか。

（事務局長、挙手）

事務局長 竹田委員のご質問についてですが、譲渡人の倉本さんのほうから、本年６

月に農地改良届が提出されております。現況の農地の上に土を入れて、周囲

の農地と高さを合わせて、その上に耕作土を入れ、そこで、スダチやレモン

の果樹を栽培する計画が出されております。今回、その計画を譲受人の郷司

さんが引き継ぐとのことです。今後、営農が行われるように指導していきま

す。

議 長 番号７は、１５番小田委員、お願いします。

１５番

小田委員

はい、１５番小田です。１０月２１日に現地確認いたしました。譲受人の

木村さんは、株式会社 SBCの役員でして、会社の周辺の余っている土地を
購入してきております。特に問題はありません。よろしくお願いします。

議 長 番号８、９は、１３番尾方委員、お願いします。

１３番

尾方委員

はい、１３番尾方です。番号８について、譲受人の三笠さんが現在も耕作

しているそうです。年貢米をはらう程、耕作をしないので、今回、購入をさ

れるということです。家の裏の農地は、雑草が生えておりますが、自宅と隣



接しておりますので、管理のほうは大丈夫だと思います。番号９についてで

すが、贈与ですから、特に問題は無いのですが、耕作するのは、雑木も生え

ておりますし、大変だと思います。よろしくお願いします。

議 長 番号１０は、８番谷委員、お願いします。

８番

谷委員

はい、８番谷です。１０月２２日に現地確認いたしました。耕作放棄地で

すので、耕作するまでに労力がかかると思いますが、がんばって耕作してい

ただければと思います。

議 長 ご報告ありがとうございました。これから、討議に移らせていただきたい

と思います。何か、ご意見、ご質疑はございませんでしょうか。

委員一同 （意見無し）

議 長 無いようです。それでは、先に、議事参与案件の採決を行いますので、１

１番䕃山委員の退室を求めます。当該案件の審議が終了次第、再度入室をし

ていただきますので、よろしくお願いします。小休します。

（１１番䕃山委員退室）

議 長 それでは、先に、番号５の案件についてお諮りいたします。許可すること

にご異議はございませんか。

委員一同 （異議無し）

異議なしと、認めます。よって、番号５の案件につきましては、許可する

ことと決定いたします。１１番䕃山委員の入室を認めます。小休します。

（１１番䕃山委員入室）

議 長 それでは、小休前に戻りまして再開いたします。続いて、残り９案件につ

いてお諮りいたします。許可することにご異議はございませんか。

委員一同 （異議無しの声）

議 長 異議なしと認めます。よって、残り９案件につきましても許可することと

決定いたします。以上により、議案第４７号農地法第３条の規定による許可

申請１０案件すべて許可することと決定いたします。

議 長 次に、日程第３、議案第４８号、農地法第４条の規定による許可申請につ

いて事務局からの説明を求めます。

（事務局長、挙手）

事務局長 議案第４８号農地法第４条の規定による許可申請について、２案件の説

明をさせていだだきます。議案書の４ページをお願いいたします。この４条

申請について、法定の添付書類は整っております。

番号１です。転用場所は、美馬町字小長谷１６９番１。地目は、田。面積

は、４８１㎡であります。 転用者は田邊諒であります。居宅の建築に伴う

転用申請です。造成計画として、表土をすきとり、隣接する市道の高さまで、



山土で約５０センチ程度盛土し、クラッシャーを敷設します。居宅は木造平

屋建、建築面積１１８．４１㎡であります。取水は市営上水道を利用し、雨

水は自然浸透とします。汚水は、隣接地の両親が住んでいる家の既存合併処

理浄化槽に接続し処理します。申請地は、小長谷集会所の北西、約２００ｍ

に位置する農地で、農振農用地指定外の白地であり、農地区分は、第２種農

地と判断をされます。

番号２です。転用場所は、穴吹町口山字渕名２９３番１。地目は、畑。面

積は、３７０㎡であります。 転用者は、大館協一であります。簡易宿泊施

設の建築に伴う転用申請です。造成計画として、申請地は、緩やかな傾斜地

であることから、階段状とします。土留めには、コンクリートの豆腐ブロッ

クを施工します。一部は、鉄骨により高床式とする計画です。１棟の建築面

積は、６７．７３㎡であり、３棟を建築します。取水は市営上水道を利用し、

雨水は、集水桝を設置し市道側溝へ接続します。汚水は、合併処理浄化槽に

より処理したのち、市道側溝に接続します。申請地は、美馬市多世代交流セ

ンター西渕交流の里の南西、約７００ｍに位置する農地で、農振農用地指定

のある農地でありますが、農振除外がなされております。農地区分は、第２

種農地と判断をされます。

以上で、農地法第４条の規定による許可申請について、２案件の概要説明

を終わらせていただきます。

議 長 それでは、現地確認報告を求めます。番号１は、６番黒川委員、お願いし

ます。

６番

黒川委員

はい、６番黒川です。１０月２０日に現地確認いたしました。特に問題は

ありません。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長 番号２は、１７番安達委員、お願いします。

１７番

安達委員

はい、１７番安達です。１０月２１日に現地確認いたしました。簡易宿泊

施設ということで、穴吹駅から１１キロくらい、農免道路を３０分ほどいっ

たとこにあります。当該地は、世界農業遺産の地域であります。斜面は草刈

りを行っており、北側は、茶畑であります。申請者は、穴吹温泉を経営して

おりましたが、時代の流れにより、現在は休館中であります。近くの風光明

媚な場所に農家レストランもありますし、相乗効果を期待しての経営だと思

われます。特に問題はありません。

議 長 ご報告ありがとうございました。これから、討議に移らせて頂きたいと思

います。何かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。

委員一同 （意見無し）

議 長 お諮りいたします。番号１、２の２案件について、許可相当とすることに



ご異議ございませんか。

委員一同 （異議無し）

議 長 異議なしと認めます。よって、議案第４８号農地法第４条の規定による許

可申請２案件につきましては、許可相当と決定し、県へ意見書を送付いたし

ます。

議 長 次に、日程第４議案第４９号農地法第５条の規定による許可申請につ

いて、事務局からの説明を求めます。

（事務局長、挙手）

事務局長 議案第４９号農地法第５条の規定による許可申請について、１２案件の説

明をさせていだだきます。この５条申請については、法定の添付書類は整っ

ております。議案書の５ページをお願いいたします。

番号１です。転用場所は、美馬町字東岸ノ下１９番２。地目は、畑。面積

は、１，７１５㎡うち、０．４９６㎡であります。当申請は、令和４年２月

総会において、株式会社成島建設が営農型太陽光発電施設を設置するとし

て、農業委員会でご審議いただき、本年２月、県許可を受けた申請案件に係

る事業計画変更となります。当初計画では、太陽光パネル２２３枚を設置す

ることとしておりましたが、２２０枚に変更を行うものです。また、当初計

画では、パネルの下部農地において、３条許可を受けた株式会社中江農園が、

シキビを栽培することとしておりましたが、この度、水稲を作付けすること

に計画変更するものです。なお、パネル枚数と栽培作物の変更以外の計画変

更はありません。

番号２です。転用場所は、美馬町字東岸ノ下２０番１、２０番２。地目等

の詳細は記載のとおりです。１番の案件の隣接地となります。こちらの案件

も１番の案件同様で、令和４年２月総会において、株式会社 Nakae が営農型

太陽光発電施設を設置するとして、農業委員会でご審議いただき、本年２月、

県許可を受けた申請案件の事業計画変更となります。こちらは、パネル枚数

の変更はありませんが、下部農地において、株式会社中江農園によりシキビ

を栽培する計画を水稲に変更するものです。

番号３です。転用場所は、脇町字井口１４４番２。地目は、畑。面積は、

２，３５７㎡であります。譲渡人は、藤本明正。譲受人は、株式会社ハウス

プロデュース代表取締役、河合孝彦であります。非フィットによる低圧太陽

光発電施設の設置に伴う、所有権移転による転用申請です。計画としまして、

整地後、転圧を行ないます。周囲には、フェンスを設置します。取水・排水

等は生じません。雨水は自然浸透とします。施設の管理は、年６回以上の草

刈りを行ないます。申請地は、岩倉中学校の北、約５００ｍに位置する農振



農用地指定外の白地であり、農地区分は、第２種農地と判断をされます。

番号４です。転用場所は、脇町字井口５０６番１ほか７筆。地目は、すべ

て、田。面積は合わせて、１，８１１㎡であります。賃貸借による転用申請

です。貸人は、松田宏。借人は、株式会社クリーンエネルギー

代表取締役義村謙二であります。次の番号５の案件と一体利用により、フィ

ット法による高圧太陽光発電施設を設置するという転用申請です。計画とし

まして、整地後、防草シートを敷設します。周囲には、フェンスを設置しま

す。取水・排水等は生じません。雨水は自然浸透とします。申請地は、井口

集会所の北、約２５０ｍに位置する農振農用地指定のある農地であります

が、農振除外がなされており、農地区分は、第２種農地と判断をされます。

番号５です。転用場所は、脇町字井口５０７番１ほか１１筆。地目は、す

べて、田。面積は、合せて、４，４１４㎡であります。先程の番号４の案件

と一体として整備を行ないます。譲渡人は、松田義数。譲受人は、株式会社

クリーンエネルギー代表取締役、義村謙二であります。農振農用地指定のあ

る農地でありますが、農振除外がなされており、農地区分は、第２種農地と

判断をされます。

番号６です。転用場所は、脇町助松字丸池１７６９番２。地目は、田。面

積は、４４０㎡であります。中古車駐車場の設置に伴う、所有権移転による

転用申請です。譲受人は、三好市に本社を構え、美馬市に営業所を置き、中

古車の買い取り・販売業を営んでおります。経営が順調であることから、中

古車買取り・販売事業の拡大を図るにあたり駐車場が不足していることか

ら、譲渡人との話がまとまり、転用申請に至ったものです。 譲渡人は、

平松茂代。譲受人は、合同会社 AA ジャパン代表社員カン・アブラル・アハ

メードであります。造成計画としましては、営業所の地盤高まで山土により、

約１．０mの盛土を行ないます。周囲には被害のないようにコンクリート擁

壁を設置します。雨水は、自然浸透とします。申請地は、旧 JA 美馬岩倉支

所の北東、約１００ｍに位置する農振農用地指定外の白地であります。農地

区分は、第１種農地と判断をされますが、事業の用に利用する拡張部分の敷

地の面積が、既存の施設の敷地の 2分の 1を超えない面積の拡張であること

から、当該転用申請は、不許可の例外に該当します。

番号７です。転用場所は、脇町大字北庄字柴床５６番１。地目は、田。面

積は、４６４㎡であります。譲渡人は、角幸次。譲受人は、細川恵一、細川

典子であります。居宅の建築に伴う、所有権移転による転用申請です。造成

計画として、表土を３０cm程度すきとり、クラッシャーにより４０ｃｍ程度

埋戻します。居宅は木造二階建、建築面積１０５．１６㎡であります。取水

は市営上水道を利用し、雨水は自然浸透及び自然勾配により東側に隣接する



市道側溝へ排水します。汚水も、合併処理浄化槽で処理したのち、市道側溝

に放流します。このことについては、道路管理者と協議済みです。申請地は、

脇町小学校の北東、約３５０ｍに位置する農地で、農振農用地指定外の白地

であり、農地区分は、第２種農地と判断をされます。

番号８です。転用場所は、脇町字拝原１５４番１、１５４番６。地目は、

それぞれ、田。面積は合せて、５０４㎡であります。譲渡人は、立川ハナコ。

譲受人は、藤川修平であります。居宅の建築に伴う、所有権移転による転用

申請です。造成計画として、表土を２０cm程度すきとり、クラッシャーによ

り、２０ｃｍ程度埋戻します。居宅は木造二階建、建築面積７７．０１㎡で

あります。取水は市営上水道を利用し、雨水は集水桝に集めに隣接する市道

側溝へ排水します。汚水も、合併処理浄化槽で処理したのち、北側に隣接す

る市管理の水路に放流します。このことについては、管理者である市都市政

策課と協議済みです。申請地は、脇町インターチェンジの北西、約４５０ｍ

に位置する農地で、農振農用地指定外の白地であり、農地区分は、公共投資

の対象となった、第１種農地でありますが、周辺地域に居住する者の日常生

活に必要な施設で、集落に接続して設置されるものであることから、当申請

は、第１種農地における不許可の例外と判断をされます。

番号９です。転用場所は、穴吹町三島字舞中島３５５番１、３５５番２。

地目は、それぞれ、田。面積は合せて、９６５㎡であります。貸人は

權田義明。借人は、株式会社權田建設代表取締役、權田英樹であります。資

財置場の設置に伴う賃貸借による転用申請です。申請者は、建設業を営んで

おります。申請地は、令和２年頃より資材置場として使用しております。こ

の度、後ほどの案件、番号１０の申請農地を資材置場として、買い受ける話

がまとまり手続きを進めていたところ、父親が所有する当該農地も農地転用

許可を得ていなかったことを知り、追認による許可を受けるため申請に至っ

たものです。申請者から、今後は、このようなことが無いように農地法を遵

守致しますとの始末書が提出されております。申請地は、三島会館の北東、

約４５０ｍに位置する農振農用地指定のある農地でありますが、農振除外が

なされており、農地区分は、第２種農地と判断をされます。

番号１０です。転用場所は、穴吹町三島字舞中島３５５番６。地目は、田。

面積は、９７２㎡であります。先程の番号９の関連案件となります。譲渡人

は、住友浩。譲受人は、權田英樹であります。貸資材置場の設置に伴う所有

権移転による転用申請です。先程の説明のとおり、譲受人は、自身が建設業

を営んでおり、資財置場が不足する状況となっていたところ、譲渡人との売

買の話がまとまり転用申請に至ったものです。保有している資材の状況につ

いては、議案書記載のとおりです。造成計画としましては、表土をすきとり、



隣接する市道の高さまで約４５cmほど盛土を行ない、既に資材置場として利

用している先ほどの案件、番号９の申請土地と一体利用するものです。申請

地は、農振農用地指定のある農地でありますが、農振除外が行われており、

農地区分は、第２種農地と判断をされます。

番号１１です。転用場所は、穴吹町三島字舞中島１７６５番１。地目は、

田。面積は、１，３２４㎡であります。譲渡人は、内藤治代。譲受人は、株

式会社權田建設代表取締役、權田英樹であります。建売分譲住宅の建築に伴

う、所有権移転による転用申請です。造成計画として、表土をすきとり、隣

接する市道の高さまで、良質土により約３０cm 程度、盛土を行ないます。周

囲は、既存の擁壁で囲まれています。議案書に記載の Aタイプ建物として、

木造二階建、建築面積６７．０７㎡、また、Bタイプ建物として、木造二階

建、建築面積６１．２７㎡をそれぞれ２棟ずつ、４区画として建築する計画

です。取水は市営上水道を利用し、雨水は集水桝に集め、また、汚水は、合

併処理浄化槽で処理したのち、申請地内に設置する新設道路側溝に排水を行

ない、市道に埋設されている市管理の既存排水管に接続します。このことに

ついては排水先の市管理者と協議済みです。申請地は、美馬市穴吹林業総合

センターの北東、約２５０ｍに位置する農地で、農振農用地指定のある農地

でありますが、農振除外が行われており、農地区分は、第２種農地と判断を

されます。

番号１２です。転用場所は、穴吹町口山字宮内３９番７。地目は、畑。面

積は、１２８㎡であります。譲渡人は、新居智次。譲受人は、南部建設株式

会社代表取締役、坂本優子であります。事務所の建設に伴う追認による許可

申請となります。申請者は、建設業を営んでおり、令和２年９月に事務所を

移転するために、申請農地に隣接する雑種地を購入し、本年５月、事務所が

完成しました。しかしながら、今回の申請地、宮内３９番７に事務所の一部

分がはみだす形で建設されております。当初の計画においては、譲渡人であ

る、新居氏が所有する今回の申請地、３９番７と譲受人である南部建設が所

有する雑種地、宮内４０番５をお互いに使い勝手が良い形で、最終的には交

換する予定で建築を進めましたが、この度、法務局へ登記申請に際し、申請

地は、農地転用手続きが必要であったことを知り、追認による許可申請に至

ったものです。申請者から、今後は、このようなことが無いように農地法を

遵守致しますとの始末書が提出されております。申請地は、旧宮内小学校の

北、約５０ｍに位置する農地で、農振農用地指定外の白地であり、農地区分

は、第２種農地と判断をされます。

以上で、農地法第５条の規定による許可申請について１２案件の概要説明

を終わらせていただきます



議 長 それでは、現地確認報告を求めます。番号１，２については、２番逢坂委

員、お願いします。

２番

逢坂委員

２番逢坂です。１０月２１日に現地確認いたしました。私が、耕作してい

る農地の近くです。特に問題はありません。よろしくお願いします。

議 長 番号３、４，５については、１９番村上委員、お願いします。

１９番

村上委員

はい、１９番村上です。１０月２４日に現地確認いたしました。３番は、

雑草地ですが、太陽光発電施設ですので、特に問題は無いと思います。４番、

５番についても特に問題はありません。よろしくお願いします。

議 長 番号６は、５番竹田委員、お願いします。

５番

竹田委員

５番竹田です。現地は、県道沿いです。昔から水があるため、全体的に田

や畑がつくられていない土地ではあります。自動車関連会社が使用するにあ

たって、特に問題はありません。よろしくお願いします。

議 長 番号７は、１番美馬委員、お願いします。

１番

美馬委員

はい、１番美馬です。１０月２６日に現地確認いたしました。住宅で転用

ということで、排水先の東側市道側溝のほうの工事も完了しておりますし、

特に問題は無いと思います。ご審議よろしくお願いします。

議 長 番号８は、１５番小田委員、お願いします。

１５番

小田委員

はい、１５番小田です。１０月２１日、現地確認いたしました。このあた

りは、住宅転用も多く、特に問題はありません。よろしくお願いします。

議 長 番号９から番号１１までは、８番谷委員、お願いします。

８番

谷委員

はい、８番谷です。１０月２２日に現地確認いたしました。特に問題はあ

りません。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長 番号１２は、１７番安達委員、お願いします。

１７番

安達委員

はい、１７番安達です。１０月２２日、現地確認いたしました。事務局か

らの説明のとおり、始末書案件ですが、双方が良くなる案件だと思います。

ご審議の程よろしくお願いします。

議 長 ご報告ありがとうございました。

それでは、番号１から番号１２までの１２案件について審議を行います。

何かご意見、ご質疑はございませんでしょうか。

３番

佐藤委員

３番佐藤です。１，２番で営農型太陽光発電施設の設置となっているので

すが、営農型でも地目変更は必要なのですか。

（事務局長、挙手）

事務局長 佐藤委員からのご質問についてですが、地目変更は必要ありません。１番、

２番の案件については、営農型太陽光発電施設といいまして、パネル下の農

地で耕作を行うことを条件といたしまして、太陽光パネルを設置することが



認められております。営農型太陽光を設置するにあたって、パネル支柱部分

の面積について、３年間の一時転用が必要となってきます。支柱部分の農地

のみ賃貸借で借り受けて、下部農地は、別の耕作者、今回であれば、中江農

園さんが借り受けて水稲を栽培されるということです。

３番

佐藤委員

その場合、パネル下ですと収量が落ちますよね。

事務局長 ８割の収量を確保するということが、原則となっております。パネルの遮

光率というものがありまして、太陽の光が入らないと作物が育ちませんの

で、その遮光率を計算したものを事業計画書に記載しております。

３番

佐藤委員

わかりました。ありがとうございます。もう一つ、質問をしてもよろしい

か。番号７の持分についてですが、お互い２分の１ずつの持分で申請をして

いるのですか。

事務局長 ２分の１ずつの申請となっております。

３番

佐藤委員

わかりました。それと、番号４、５についてですが、パネルの枚数も発電

出力も同じとなっているのですが、これはどういうことですか。

事務局長 ４番の案件と５番の案件については、申請は別申請となっておりますが、

申請地を併せて一体利用をするということです。

３番

佐藤委員

ありがとうございました。

議 長 他に何かありませんか。

１１番

䕃山委員

はい、１１番䕃山です。勉強のために教えていただきたいのですが、先ほ

ど質問にあった１番と２番の案件について、シキビから水稲に営農作物の変

更となっているのですが、実際にシキビを作られて、収量８割が厳しいとい

うことか、どういった理由で変更になったのか教えていただけたらと思いま

す。

（事務局長、挙手）

事務局長 䕃山委員からのご質問ですが、当初計画では、シキビを栽培するという計

画でしたが、実際には、まだ作付けしておりません。ここの農地が、もとも

と、田んぼですので、水はけが悪く、シキビですと根腐れしてしまって育た

ないとのことです。このような理由でシキビから水稲への変更となっており

ます。

１１番

䕃山委員

わかりました。ありがとうございます。

議 長 他に何かありませんか。

委員一同 （意見無し）

議 長 お諮りいたします。番号１から番号１２までの許可申請１２案件について



許可相当とすることにご異議ございませんか。

委員一同 （異議無し）

議 長 異議なしと認めます。よって、議案第４９号農地法第５条の規定による許

可申請１２案件につきましては許可相当とすることと決定し、県へ意見書

を送付いたします。

次に、日程第５、議案第５０号非農地証明願について、事務局からの説明

を求めます。

（事務局長、挙手）

事務局長 それでは、議案第５０号、非農地証明願３件につきまして説明いたします。

議案書９ページをお願いします。

番号１です。申請場所は、脇町川原町字西サキ４７０３番４。地目は、畑。

面積は、１４６㎡です。藤川照市氏より非農地証明願が提出されました。申

請地は、昭和５１年に隣接する宅地に事業用の倉庫を建築しており、その数

年後、申請地に増築が行われております。関係書類を基に、１０月２３日、

１１番䕃山委員と事務局で現地確認を行ないました。申請農地は、野村集会

所の西、約３００ｍに位置する農地です。申請者から提出されました日本地

図センター発行の航空写真からも、当時から宅地化されていたことが確認で

きます。農林課において、農振農用地指定のない白地であることを確認して

おります。

番号２です。申請場所は、脇町大字脇町字突抜町６０番２。地目は、畑。

面積は、１４９㎡です。田村雅浩氏より非農地証明願が提出されました。申

請地は、脇町のうだつの町並みの中心地に位置する農地で、平成２年より以

前から隣接する宅地と一体的に倉庫敷地や庭として、利用されております。

関係書類を基に、１０月２３日、１８番、藤岡委員と事務局で現地確認を行

ないました。申請農地は、吉田家住宅の北西、約５０ｍに位置する農地です。

申請者から提出されました日本地図センター発行の航空写真からも、当時か

ら宅地化されていたことが確認できます。農林課において、農振農用地指定

のない白地であることを確認しております。

番号３です。申請場所は、脇町字西赤谷２４４番。地目は、田。面積は、

２３０㎡です。小笠幾太郎氏より非農地証明願が提出されました。申請地は、

昭和５０年頃から隣接宅地と一体で自宅兼自動車修理工場敷地として利用

されております。関係書類を基に、１０月２４日、１０番、原田委員と事務

局で現地確認を行ないました。申請農地は、脇町インターチェンジの南東、

約４００ｍに位置する農地です。申請者から提出されました日本地図センタ

ー発行の航空写真からも、当時から宅地化されていたことが確認できます。



農林課において、農振農用地指定のない白地であることを確認しておりま

す。

以上の３案件は、非農地証明の許可要件である２０年をすでに経過してお

り、農地への復元が不可能であり、農地行政上、支障がないと認められる農

地であると判断されます。非農地証明願につきましては、以上でございます。

議 長 それでは、現地確認報告を求めます。

番号１は、１１番䕃山委員、お願いします。

１１番

䕃山委員

はい、１１番䕃山委員です。先ほど事務局から説明のあったとおり、何ら

問題は無いと思います。ご審議の程よろしくお願いします。

議 長 番号２は、１８番藤岡委員、お願いします。

１８番

藤岡委員

はい、１８番藤岡です。１０月２３日に事務局及び田村さんの立ち会いの

もと、現地確認いたしました。説明どおり何ら問題はありません。ご審議の

程よろしくお願いします。

議 長 番号３は、１０番原田委員さんですが、欠席ですので事務局より説明を求

めます。

事務局長 １０番原田委員より非農地証明については、問題ありませんとのご意見を

頂いております。

議 長 ご報告ありがとうございました。それでは、審議を行います。何かご意見、

ご質疑はございませんでしょうか。

委員一同 （意見無し）

議 長 お諮りいたします。非農地証明願についてご異議はございませんか。

委員一同 （異議無し）

議 長 異議無しと認めます。よって、議案第５０号、非農地証明願については、

非農地証明書を発行することと決定いたします。

議 長 次に、日程第６、議案第５１号、令和５年度第７期美馬市農用地利用集積

計画書についての審議でございます。それでは、事務局より説明をお願いし

ます。

事務局長 先に、お配りしております議案第５１号美馬市農地利用集積計画書の２ペ

ージをご覧ください。新規の利用権設定面積は、４，４８５ ㎡、更新の利

用権設定はございません。利用権設定筆数は、６筆、利用権を設定する件数、

延べ３件、利用権設定を受ける者、組織は２件です。詳細につきましては、

計画書に記載のとおりです。

以上の計画は、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしていると判断されます。

議 長 ご意見ございますか。



美馬市情報公開条例第７条第１項 1号及び５号、６号に基づき、公にすることにより、

個人の権利利益を害するおそれがあるもの、市の機関、国の機関、他の地方公共団体の機

関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすること

により、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの、争訟に

係る事務に関し、市、国、他の地方公共団体の当事者としての地位を不当に害するおそれ

その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適性な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるものについては非公表とする。

委員一同 （意見無し）

議 長 お諮りいたします。それでは、議案第４５号、令和５年度第７期美馬市農

用地利用集積計画書については、原案どおり決定することとしてよろしい

か。

委員一同 （異議無し）

議 長 異議なしと認めます。このことについては、原案どおり決定し、市長へ答

申することといたします。

議 長 以上で、本日の議案審議は、全て終了いたしました。これをもちまして、

令和５年第１０回美馬市農業委員会総会を閉会いたします。


